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防 情 公 審 第  １ ９   号        

平成２８年（2016 年）９月２１日 

 

 

防府市教育委員会  様 

 

 

                       防府市情報公開審査会 

会 長  藤 井 武 志 

 

 

防府市情報公開条例第１４条に基づく諮問について（答申） 

 

平成２８年４月４日付け防教教第１７０号による下記の諮問について、別紙のとおり

答申します。 

 

記 

 

１ 防教教第１７０号 

平成２７年度第８回防府市教育委員会（８月臨時会）議事録（氏名入り）の非公開決

定に対する審査請求について 
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別  紙 

 

   答   申 

 

１ 審査会の結論 

  防府市教育委員会教育長(以下「処分庁」という。)が、「平成２７年度第８回防府市

教育委員会（８月臨時会）議事録（氏名入り）」を、非公開とした決定は妥当である。 

 

２ 審査請求に至る経緯 

年 月 日   経  緯  等 

平成２８年 １月２０日 

平成２８年 １月２８日 

 

平成２８年 ３月２５日 

公文書公開請求書の受付 

処分庁において、請求に係る公文書非公開決定 

(防教教第１１１号)を行い、請求者に通知 

公文書非公開決定に係る審査請求書の受付 

 

３ 審査請求人の主張 

（１）審査請求の趣旨 

平成２８年１月２０日付けの公文書公開請求に対し、平成２８年１月２８日付け

防教教第１１１号により処分庁が行った公文書非公開決定について、これを取り消し、

氏名入りの議事録を公開することの決定を求めるというものである。 

 

（２）審査請求の主な理由 

ア 何事も文書で記録・保管するのが慣例である官公署において、市教委だけが氏

名入りの議事録の不存在を主張するのは不合理であり、納得しがたい。 

 

イ 議事録を作成するために使用したと思われるメモ等を含めた手書きの文書並び

にボイスレコーダー等の電子記録は当然保存されるものであり、その中には氏

名・発言内容が残っているはずであるから、これを公表すべきである。 

 



3 

 

（３）処分庁の理由説明に対する反対意見の概要 

ア 防府市教育委員会の当該文書（氏名入り議事録）の不存在との理由説明は誠実

さに欠け、納得し難い。瑕疵について認め、市民に謝罪し、可能な限り誠実かつ

真摯に「不存在」問題の解明にあたるべきである。 

 

イ 氏名の入った電子記録を消去するのは重要記録の消去である。情報公開条例で

は、電子記録も保存することになっているはずで、それを消去しているとすれば

大きな問題である。 

 

ウ 本議事録は、記述の内容から電子媒体で記録したものを活字に起こした上で氏

名を意図的に抜いたものと推論でき、電子媒体を用いなかった、という教育委員

会の説明は合理性に欠ける。 

 

４ 処分庁の主張 

処分庁が、本審査会に提出した理由説明書によると、処分庁の主張は、概ね次のと

おりである。 

（１）教育委員会会議の議事録は、防府市教育委員会会議規則の附則２により作成して

いたことから、発言者の氏名を記載した議事録は存在しない。 

 

（２）教育委員会臨時会は、付議事件のある担当課が会議の運営から議事録作成までを

担うことにしている。 

平成２７年度第８回防府市教育委員会（８月臨時会）は、学校教育課が担当して

いるが、議事録作成に当たっては、ボイスレコーダー等の電子媒体は使用せず、規則

に沿った内容を筆記でメモをとり、議事録の承認後はメモが必要ないことから廃棄処

分したので請求公文書は存在しない。 

 

５ 処分庁の意見又は説明 

平成２８年６月２７日に開催した審査会における処分庁の説明は、概ね次のとおり

である。 

教育委員会会議の開催から議事録案の決裁を受けるまで、防府市教育委員会会議規



4 

 

則に従い適切に行っている。今回の情報公開請求に係る決定は、理由説明書のとおり

である。 

 

６ 本審査会の判断 

（１）請求公文書の存否については、処分庁担当職員からの意見聴取を行った上、処分

庁の説明の裏付けをとるために、審査会委員が事前の予告なしに執務室の立入り調

査を行い、会議資料、議事録原本の保存状況を確認した。また、電子記録が保存さ

れている可能性のある記録媒体（パソコン、ＵＳＢメモリー、ボイスレコーダー等）

の確認も行った。 

   しかしながら、請求公文書の存在を裏付けるものは、確認できなかった。  

 

（２）審査請求人は、「情報公開条例では、電子記録も保存することになっているはず」

と主張するが、防府市情報公開条例には電子記録の保存について規定された条項は

なく、この点に関する違法はない。 

   また、防府市教育委員会会議規則や防府市教育委員会事務局文書取扱規程等の関

係各規程においても発言者を特定した議事録又は会議録の作成は義務付けられてい

ないから、この点に関する違法もない。 

 

７ まとめ 

以上から、処分庁による本件公開請求の対象となった公文書不存在による非公開決定

は妥当であり、本審査会は「１ 審査会の結論」のとおり判断する。 
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８ 本審査会の審査経過 

年 月 日    審査の内容等 

平成２８年 ４月 ４日 ・諮問書の受理 

平成２８年 ５月 ２日 ・処分庁が理由説明書を提出 

平成２８年 ５月２４日 ・審査請求人が反対意見書を提出 

平成２８年 ６月２７日 

(第１回審査会) 

・諮問事項の審議 

・処分庁から説明の聴取及び現地調査の実施 

平成２８年 ７月１１日 ・処分庁が理由説明書（補足）を提出 

平成２８年 ８月１８日 

(第２回審査会) 

・諮問事項の審議 

・処分庁に対する現地調査の実施 

平成２８年 ８月３１日 ・審査請求人が反対意見書を提出 

平成２８年 ９月１４日 

(第３回審査会) 

・諮問事項の審議 

・答申書の審議 

 

９ 防府市情報公開審査会委員 

役 職 名      氏   名 

会  長 

委  員 

委  員 

委  員 

藤 井 武 志 

渕 川 和 彦 

藤 村 亮 平 

岩 城 克 枝 

 


